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当該年度

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　上記補助対象事業にかかる人件費、広報費、謝礼金、旅費・交通費、使用料及
び借損料、印刷消耗品費、通信費、委託費、活動助成金、負担金、食糧費のうち、
市の予算の範囲内かつ補助対象経費合計額の1/2以内。

補助金交付
による効果

　公衆衛生の普及向上や、市民の健康づくりの推進に貢献している。
　また、かかりつけ薬局・在宅医療・介護の推進及び医療機関との連携強化を図ることにより、地
域医療の充実に貢献している。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

28

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 0

　福岡市における公衆衛生の普及向上、市民の健康づくりの推進及び地域医療の充実を図るこ
とを目的とする。
(1)かかりつけ薬局、在宅医療・介護の推進に関する事業
(2)健康づくりの推進に関する事業
(3)薬物乱用防止に関する事業
(4)薬局及び保険薬局業務の円滑な推進に関する事業
(5)医療費の適正使用及び削減に関する事業

前年度補助事業
の主な実施概要

(1)かかりつけ薬局・在宅医療・介護の推進及び医療機関との連携強化、啓発、使用済針・残薬
の回収処理等。
(2)薬草観察会等市民対象事業、医薬品・サプリメント等に関する知識及び適正服用に関する啓
発等。
(3)薬物乱用防止キャンペーン実施、薬物乱用防止・禁煙・薬育講習会の実施等。
(4)地域医療推進のための関係団体との協議、調剤報酬改定研修会、医療安全セミナーの実施
等。
(5)ジェネリック医薬品使用状況調査、使用啓発・促進等。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

　補助の対象となる事業は、医薬、健康といった専門性の求められる分野であるため、
公募は不向きであり、当該団体に特定している。

団体 一般社団法人福岡市薬剤師会 区分

保健福祉局健康医療部地域医療課
（ＴＥＬ　０９２－７１１－４２６４　）

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市薬剤師会保健福祉事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　  非公募

10,100

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

（1）

　 その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】
　健康づくりの推進に関する事業のうち、市民対象事業等については、各区薬剤師会が主体と
なって事業を行っており、間接補助を行うことが適切であると判断されるため。
配分基準：１構成団体につき１事業内容あたり200千円以内の額

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

10,100

昭和４９ 42年度 年度

（10,100）

1

経過年数

10,100


